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計量法上の水銀柱メートル及び水柱メートルに係る計量単位令の改正について 
 

 

表記計量単位については、計量法（平成４年法律第５１号）附則第３条第３項及び計量

法附則第４条の計量単位等を定める政令（平成１１年政令第２７３号）に基づき、平成 

２５年９月３０日をもって法定計量単位から削除されることになっていたところであるが、

今般、計量単位令の一部を改正する政令（平成２５年政令第２８７号）により、特殊の計

量に用いる計量単位として計量単位令別表第６第１１号に追加され、生体内の圧力の計量

に用いる場合に限り、法定計量単位として恒久的に使用することが可能となったので、貴

管下医療関係団体及び関係業者等に対する周知方ご配慮願いたい。 
 


